
小学校及び中学校の教諭の普通免許状

授与に係る教育職員免許法の特例等に

関する法律等の施行について（通達）

平成9年11月26日

文部省　文部事務次官

去る6月18日、別添の通り、「小学校及び中学校の

教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例

等に関する法律」（平成9年法律第90号。以下「法」

という。）が公布され、平成10年4月1日から施行さ

れることとなりました。

また、これに伴い、11月26日には、「小学校及び中

学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法

の特例等に関する法律施行規則」（平成9年文部省令

第40号。以下「省令」という。）が公布（平成10年4

月1日施行）されるとともに、省令第2条第10号に

該当する施設に係る文部大臣の指定が告示されまし

た（平成9年文部省告示第187号。以下「告示」とい

う。）。

法、省令及び告示の制定趣旨、内容等は下記の通

りですので、各位におかれては、事務処理上遺憾の

ないように願います。

なお、各都道府県知事及び各都道府県・指定都市

教育委員会にあっては、貴管下の関係機関等に対し

て、下記の内容を周知されるように願います。

記

1　制定趣旨等

今回の法の制定趣旨は、義務教育に従事する教員

が個人の尊厳及び社会連帯の理念に関する認識を深

めることの重要性にかんがみ、教員としての資質の

向上を図り、義務教育の一層の充実を期する観点か

ら、小学校又は中学校の教諭の普通免許状の授与を

受けようとする者に、障害者、高齢者等に対する介

護、介助、これらの者との交流等の体験（以下「介

護等の体験」という。）を行わせる措置を講ずるため、

小学校及び中学校の教諭の普通免許状の授与につい

て教育職員免許法（昭和24年法律第147号）の特例等

を定めたものであること。（法第1条関係）

また、省令は、法第2条第1項等の規定に基づき

介護等の体験につき必要な内容等を定めるものであ

り、告示は、省令第2条第10号の規定により文部大

臣が認めることとされた施設の指定を行うものであ

ること。

2　内容

（1）教育職員免許法の特例としての介護等の体験の

義務付け

小学校及び中学校の教諭の普通免許状を授与す

るための要件として、教育職員免許法第5条第1

項に規定する要件に加え、当分の間、介護等の体

験を要件とすること。（法第2条第2項関係）

（2）介護等の体験の内容

介護等の体験とは、18歳に達した後、7日間を

下らない範囲内において文部省令で定める期間、

盲学校、聾学校若しくは養護学校又は社会福祉施

設その他の施設で文部大臣が厚生大臣と協議して

定めるもの（以下「受入施設」という。）において

行われる介護等の体験を指すものであること。（法

第2条第1項関係）
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①　介護等の体験の期間

教員免許状の取得要件としての介護等の体

験の期間は、7日間とすること。（省令第1条

関係）

②　介護等の体験の実施施設

ア．法第2条において社会福祉施設その他の

施設で文部大臣が厚生大臣と協議して定める

ことされている受入施設は、次に掲げるもの

とすること。（省令第2条関係）

一　児童福祉法（昭和22年法律第164号）に規

定する乳児院、母子生活支援施設、児童養

護施設、精神薄弱児施設、精神薄弱児通園

施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、

重症心身障害児施設、情緒障害児短期治療

施設及び児童自立支援施設

二　身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）

に規定する身体障害者更生施設、身体障害

者療護施設及び身体障害者授産施設

三　精神保健及び精神障害者福祉に関する法

律（昭和25年法律第123号）に規定する精神

障害者生活訓練施設、精神障害者授産施設

及び精神障害者福祉工場

四　生活保護法（昭和25年法律第144号）に規

定する救護施設、更生施設及び授産施設

五　社会福祉事業法（昭和26年法律第45号）

に規定する授産施設

六　精神薄弱者福祉法（昭和35年法律第37号）

に規定する精神薄弱者更生施設及び精神薄

弱者授産施設

七　老人福祉法（昭和38年法律第133号）に規

定する老人デイサービスセンター、老人短

期入所施設、養護老人ホーム及び特別養護

老人ホーム

八　心身障害者福祉協会法（昭和45年法律第

44号）第17条第1項第1号に規定する福祉

施設

九　老人保健法（昭和57年法律第80号）に規

定する老人保健施設

十　前9号に掲げる施設に準ずる施設として

文部大臣が認める施設

イ．省令第2条第10号の「文部大臣が認める

施設」は、次に掲げるものとすること。（文部

大臣告示関係）

一　児童福祉法第6条の2第3項に規定する

児童デイサービス事業であって、市町村が

実施し、又は委託するものを行う施設

二　身体障害者福祉法第4条の2第3項に規

定する身体障害者デイサービス事業であっ

て、市町村が実施し、又は委託するものを

行う施設

三　精神薄弱者を施設に通わせ、入浴、食事

の提供、機能訓練その他の便宜を提供し、

かつ精神薄弱者を現に介護する者に対し介

護方法の指導その他の便宜を提供する事業

であって、市町村が実施し、又は委託する

ものを行う施設

四　高齢者又は身体障害者に対し老人福祉法

第10条の4第1項第2号又は身体障害者福

祉法第18号第1項第2号に規定する便宜を

供与し、併せて高齢者、身体障害者等に対

する食事の提供その他の福祉サービスで地

域住民が行うものを提供する事業であって、

市町村又は社会福祉法人が実施するものを

行う施設

五　老人福祉法第29条第1項に規定する有料

老人ホームのうち、当該有料老人ホーム内

において介護サービスの提供を行うことを

入居契約において定めているもの（軽度の

介護サービスの提供のみを行うものを除く。）

六　原子爆弾被爆者に対する援護に関する法

律（平成6年法律第117号）第39条に規定す

る事業を行う施設（いわゆる被爆者（一般）

養護ホーム及び原爆被爆者特別養護ホーム）

七　児童福祉法第27条第2項に規定する指定

国立療養所等

（3）介護等の体験に関し必要な事項

法第2条第2項は「介護等の体験に関し必要な

事項」は文部省令で定めることとしており、省令

において、教員免許状の授与申請に当たっては介

護等の体験に関する証明書を提出すること等が定

められていること。（省令第4条関係）

(4)　介護等の体験を要しない者

介護等に関する専門的知識及び技術を有すると
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認められる者又は身体上の障害により介護等の体

験を行うことが困難な者として文部省令で定める

ものは、介護等の体験を要しないこと。（法第2条

第3項関係）

①　介護等に関する専門的知識及び技術を有する

として文部省令で定める者は、次に掲げるもの

であること。（省令第3条第1項関係）

一　保健婦助産婦看護婦法（昭和23年法律第203

号）第7条の規定により保健婦の免許を受け

ている者又は同法第59条の2において準用す

る同法第7条の規定により保健士の免許を受

けている者

二　保健婦助産婦看護婦法第7条の規定により

助産婦の免許を受けている者

三　保健婦助産婦看護婦法第7条の規定により

看護婦の免許を受けている者又は同法第60条

第1項において準用する同法第7条の規定に

より看護士の免許を受けている者

四　保健婦助産婦看護婦法第8条の規定により

准看護婦の免許を受けている者又は同法第60

条第1項において準用する同法第8条の規定

により准看護士の免許を受けている者

五　教育職員免許法（昭和24年法律第147号）第

5条第1項の規定により盲学校、聾学校又は

養護学校の教員の免許を受けている者

六　理学療法士及び作業療法士法（昭和40年法

律第137号）第3条の規定により理学療法士の

免許を受けている者

七　理学療法士及び作業療法士法第3条の規定

により作業療法士の免許を受けている者

入　社会福祉士及び介護福祉士法（昭和62年法

律第30号）第4条の規定により社会福祉士の

資格を有する者

九　社会福祉社士及び介護福祉士法第39条の規

定により介護福祉士の資格を有する者

十　義肢装具士法（昭和62年法律第61号）第3

条の規定により義肢装具士の免許を受けてい

る者

②　身体上の障害により介護等の体験を行うこと

が困難な者として文部省令で定める者は、身体

障害者福祉法第4条に規定する身体障害者のう

ち、同法第15条第4項の規定により交付を受け

た身体障害者手帳に、障害の程度が1級から6

級である者として記載されているものとするこ

と。（省令第3条第2項関係）

（5）関係者の責務

①　国、地方公共団体及びその他の関係機関は、

介護等の体験が適切に行われるようにするため

に必要な措置を講ずるよう努めるものとするこ

と。（法第3条第1項関係）

②　盲学校、聾学校及び養護学校並びに社会福祉

施設その他の施設で文部大臣が厚生大臣と協議

して定めるものの設置者は、介護等の体験に関

し必要な協力を行うよう努めるものとすること。

（法第3条第2項関係）

③　大学及び文部大臣の指定する教員養成機関は、

その学生又は生徒が介護等の体験を円滑に行う

ことができるよう適切な配慮をするものとする

こと。（法第3条第3項関係）

（6）教員の採用時における介護等の体験の勘案

小学校又は中学校の教員を採用しようとする者

は、その選考にあたっては、この法の趣旨にのっ

とり、教員になろうとする者が行った介護等の体

験を勘案するよう努めるものとすること。（法第4

条関係）

（7）施行期日等

①　法及び省令は平成10年4月1日から施行する

こと。（法附則第1項、省令附則関係）

②　この法律の施行の日（平成10年4月1日）前

に大学又は文部大臣の指定する指定教員養成機

関に在学した着で、これらを卒業するまでに教

育職員免許法別表第1に規定する小学校又は中

学校の教諭の普通免許状に係る所要資格を得た

ものについては、法第2条第1項の規定は適用

しないこと。（法附則第2項関係）

3　留意事項

（1）介護等の体験の内容等について

①　法第2条第1項にいう「障害者、高齢者等に

対する介護、介助、これらの者との交流等の体

験（介護等の体験）」とは、介護、介助のほか、

障害者等の話相手、散歩の付添いなどの交流等

の体験、あるいは掃除や洗濯といった、障害者
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等と直接接するわけではないが、受入施設の職

員に必要とされる業務の補助など、介護等の体

験を行う者の知識・技能の程度、受入施設の穂

類、業務の内容、業務の状況等に応じ、幅広い

体験が想定されること。

また、特殊教育諸学校において行われた教育

実習や、受入施設において行われた他の資格取

得に際しての介護実習等は、介護等の体験とし

て、介護等の体験の期間に算入し得ること。

②1日当たりの介護等の体験の時間としては、

受入施設の職員の通常の業務量、介護等の体験

の内容毎を総合的に勘案しつつ、適切な時間を

確保するものとすること。

③　介護等の体験の期間については、7日間を超

えて介護等の体験を行っても差し支えないこと。

また、7日間の内訳については、社会福祉施設

等5日間、特殊教育諸学校2日間とすることが

望ましいこと。

期間の計算については、受入施設においてそ

れぞれ連続して介護等の体験を行う場合のほか、

免許状取得までの数年間を通じ、長期休業期間

中や土曜日．日曜日などに数度に渡って、異な

る2以上の受入施設において1日単位で介護等

の体験を行うことなども想定されること。

④　告示第1号から第4号に規定する各施設は、

主に下表別添通知の欄に掲げる通知に記された

施設であることから、当該通知を参考にされた

いこと。

⑤　法第2条第3項の規定により介護等の体験を

要しないこととされた者についても、介護等の

体験を行いたい旨の希望があれば、本人の身体

の状況、受入施設の状況等を総合的に勘案しつ

つ、可能な限りその意思を尊重することが望ま

しいこと。

（2）受入の調整等について

（∋　介護等の体験を行う学生の円滑な受入の確保

については、とりわけ社会福祉協議会、社会福

祉施設、都道府県教育委員会・社会福祉施設担

当部局、指定都市教育委員会、特殊教育諸学校

等の関係者に格段の協力を願いたいこと。

なお、そのための連絡協議の体制整備を文部

省において検討中であるが、当面、必要に応じ、

出　 不　　一【コ 別　 添　 通　 知

一

児童福祉法 （昭和二 昭和 47 年8 月 23 日

十二年法律第百六十四 児発第 545 号厚生省児

号）第六条の二第三項 童家庭局通知 「心身障

に規定する児童デイサー 害児通園事業について」
号 ビス事業であって、市 別紙 （心身障害児通園

町村が実施 し、又は委 事業実施要綱）に基づ

託するものを行 う施設 く心身障害児通園事業

を行 う施設

身体障害者福祉法（昭 平成2 年 12 月 28 日

和二十四年法律第二百 社更第255 号厚生省社

八十三号）第四条の二 全局長通知 「身体障害

第三項に規定する身体 者居宅生活支援事業の

障害者デイサービス事 実施等について」別添
号 業であって、市町村が 2 （身体障害者デイサー

実施 し、又は委託する ビス事業実施要綱）に

ものを行 う施設 基づく身体障害者デイ

サービス事業を行う施

設

精神薄弱者を施設に 平成3 年9 月30 日児

通わせ、入浴、食事の 発 832 号厚生省児童家
提供、機能訓練その他 庭局長通知 「在宅精神
の便宜を提供 し、かつ 薄弱者デイサービス事

精神薄弱者を現に介護 業の実施について」別

する者に対 し介護方法 紙 （在宅精神薄弱者デ
号 の指導その他の便宜を イサービス事業実施要

提供する事業であって、 綱）に基づく 「在宅精

市町村が実施 し、又は 神薄弱者デイサービス

委託するものを行 う施 事業」を行 う在宅精神

設 薄弱者デイサービスセ

ンター

四

高齢者又は身体障害者 平成 6 年6 月23 日社

に対 し老人福祉法 （昭 援地第 74 号厚生省社

和三十八年法律第百三 会 ．援護局長通知 「地

十三号）第十条の四第 域福祉センターの設置

一項第二号又は身体障 運営について」別紙（地

害者福祉法第十八号第 域福祉センター設置運

一項第二号に規定する 営要綱）に基づく地域

便宜を供与し、併せて 福祉センター
号 高齢者、身体障害者等

に対する食事の提供そ

の他の福祉サービスで
地域住民が行うものを

・提供する事業であって、
市町村又は社会福祉法

人が実施するものを行

う施設
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関係者の情報交換の機会の設定等を都道府県教

育委員会にお願いしたいこと。

②　学生の受入のための調整窓口に関しては、各

都道府県ごとに、社会福祉施設等については各

都道府県社会福祉協議会、都道府県立・指定都

市立特殊教育諸学校については各都道府県・指

定都市教育委員会に協力を願いたいこと。

③　大学等においては、受入施設における介護等

の体験を希望する学生の円滑な受入を促進する

ため、介護等の体験を希望する者の名簿の取り

まとめ、大学等の所在地の社会福祉協議会や都

道府県教育委員会等への一括受入依頼等につい

て格段の協力を願いたいこと。その際、学生の

介護等体験の時期について、最終学年等特定の

時期に偏らないようにするなどの可能な調整を

願いたいこと。

④　首都圏、近畿圏等に所在する大学等について

は、近隣の受入施設に不足が生じることが予想

されることから、とりわけ介護等の体験を希望

する学生のうちこれらの地域以外に帰省先を有

する者等については、可能な限り、長期休業期

間を活用するなどして帰省先等での介護等の体

験の実施促進に協力願いたいこと、この場合に

おける、受入に関する相談は、当該帰省先等の

都道府県社会福祉協議会及び都道府県教育委員

会等に協力願いたいこと。

⑤　大学等においては、介護等の体験に必要な事

前指導の実施に格段の協力を願いたいこと。な

お、文部省において、事前指導のための参考資

料の作成等を予定していること。

⑥　介護等体験希望者の受入に伴い、社会福祉施

設における介護等の体験については、必要な経

費の徴収等が行われることが予定されているこ

と。なお、その他の施設等においても必要な経

費の徴収等が行われる場合があること。

これらのことについて、大学は、混乱の生じ

ること等がないよう、介護等の体験を希望する

学生に周知されたいこと。

（3）施行期日その他について

①　この制度は、主として平成10年4月の大学等

の新入学生から適用されるものであるが、平成

10年3月31日以前に大学等に在学した者であっ

ても、卒業までの間に小学校又は中学校教諭の

専修、1種若しくは2種のいずれかの免許状取

得のための所要資格を得なかった者については、

平成10年4月以降新たにこれら免許状を取得し

ようとする場合、介護等の体験を行うことが必

要となること。

このため、例えば、平成10年3月に大学を卒

業したが卒業までに上記いずれの免許状取得の

ための所要資格をも得ておらず、平成10年4月

以降大学に聴講生等として在学し免許状取得の

ための単位修得をするような場合については、

介護等の体験を行うことが必要となること。

②　介護等の体験に伴い想定される事故等に対応

した保険について、文部省において関係機関と

調整中であること。その詳細については別途周

知する予定であること。
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